
提
案
の
背
景

　

今
回
の
市
中
協
議
文
書
の
公
表
に

至
っ
た
背
景
に
は
、
バ
ー
ゼ
ル
委
が
、

今
次
金
融
危
機
の
反
省
か
ら
、
信
用

・
市
場
・
オ
ペ
の
各
リ
ス
ク
カ
テ
ゴ

リ
ー
に
つ
い
て
標
準
的
手
法
を
含
め

た
リ
ス
ク
計
測
手
法
の
見
直
し
を
進

め
て
い
る
こ
と
が
あ
る
。

　

オ
ペ
リ
ス
ク
に
関
し
て
は
、
①
粗

利
益
の
水
準
に
応
じ
て
比
例
的
に
オ

ペ
損
失
が
増
加
す
る
と
い
う
考
え
方

が
実
態
と
合
っ
て
い
な
い
、
②
Ｂ
Ｉ

Ａ
・
Ｔ
Ｓ
Ａ
に
よ
る
オ
ペ
リ
ス
ク
の

推
計
が
過
小
評
価
で
あ
る
、
③
（
Ｔ

Ｓ
Ａ
に
つ
い
て
）
オ
ペ
損
失
の
実
績

か
ら
は
ビ
ジ
ネ
ス
ラ
イ
ン
間
で
差
異

を
設
け
る
有
意
な
差
が
み
ら
れ
な
い
、

④
リ
ス
ク
感
応
度
が
低
い
、
⑤
オ
ペ

リ
ス
ク
の
標
準
的
手
法
が
複
数
存
在

す
る
た
め
、
簡
素
性
や
比
較
可
能
性

を
阻
害
し
て
い
る
、
等
の
問
題
点
が

指
摘
さ
れ
て
き
た
。

　

ま
た
、
も
う
一
つ
の
要
因
と
し
て

は
、
バ
ー
ゼ
ル
Ⅱ
が
国
際
的
に
合
意

さ
れ
て
か
ら
約
10
年
が
経
過
し
、
オ

ペ
リ
ス
ク
管
理
の
経
験
や
オ
ペ
損
失

デ
ー
タ
の
蓄
積
が
進
ん
だ
た
め
、
バ

ー
ゼ
ル
Ⅱ
策
定
時
に
は
必
ず
し
も
実

施
で
き
な
か
っ
た
精
密
な
水
準
設
定

等
が
可
能
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
あ

る
。
な
お
、
バ
ー
ゼ
ル
委
で
は
、
今

回
の
市
中
協
議
文
書
の
公
表
に
先
立

っ
て
定
量
的
影
響
度
調
査（
Ｑ
Ｉ
Ｓ
）

を
実
施
し
て
お
り
、
金
融
機
関
か
ら

得
ら
れ
た
デ
ー
タ
は
水
準
設
定
時
に

活
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
（
注
２
）。

　

こ
う
し
た
な
か
で
、
バ
ー
ゼ
ル
委

傘
下
の
オ
ペ
リ
ス
ク
部
会
（
議
長
：

日
本
銀
行
金
融
機
構
局
・
足
立
光
年

企
画
役
）
に
お
い
て
標
準
的
手
法
の

見
直
し
に
係
る
議
論
が
行
わ
れ
、
同

部
会
で
の
検
討
の
結
果
が
今
回
の
市

中
協
議
文
書
と
し
て
公
表
さ
れ
た
も

の
で
あ
る
。

市
中
協
議
文
書
の
内
容

■
新
標
準
的
手
法
の
概
要

バ
ー
ゼ
ル
銀
行
監
督
委
員
会
（
以
下
「
バ
ー
ゼ
ル
委
」）
は
昨
年
10
月
６
日
、
オ
ペ
レ
ー
シ
ョ
ナ
ル
・
リ
ス
ク
の
標
準

的
手
法
の
見
直
し
に
関
す
る
市
中
協
議
文
書
を
公
表
し
た（
コ
メ
ン
ト
期
限
は
本
年
１
月
６
日
で
終
了
）。
本
市
中
協

議
文
書
で
は
、
オ
ペ
リ
ス
ク
計
測
の
標
準
的
手
法
（
非
モ
デ
ル
手
法
）
に
つ
い
て
、
現
行
の
「
基
礎
的
手
法
（
Ｂ
Ｉ

Ａ
）」・「
粗
利
益
配
分
手
法
（
Ｔ
Ｓ
Ａ
）」
を
廃
止
し
、
こ
れ
ら
を
統
合
す
る
か
た
ち
で
、
新
し
い
標
準
的
手
法
（N

ew
 

S
tandardized A

pproach

）
を
導
入
す
る
こ
と
が
提
案
さ
れ
て
い
る
（
注
１
）。
本
稿
で
は
、本
市
中
協
議
文
書
が
提

案
し
て
い
る
新
し
い
標
準
的
手
法
（
以
下
「
新
標
準
的
手
法
」）
の
概
要
等
に
つ
い
て
説
明
す
る
。
な
お
、本
稿
に
お

け
る
意
見
な
ど
は
執
筆
者
の
個
人
的
見
解
で
あ
り
、
必
ず
し
も
金
融
庁
の
公
式
な
見
解
を
表
わ
す
も
の
で
は
な
い
。
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新
標
準
的
手
法
の
特
徴
と
し
て
は
、

①
オ
ペ
リ
ス
ク
の
代
理
変
数
の
変
更
、

②
掛
け
目
の
変
更
の
２
点
が
あ
げ
ら

れ
る
（
図
表
１
）。

①
Ｂ
Ｉ
（B

usiness Indicator

）

の
採
用

　

オ
ペ
リ
ス
ク
の
代
理
変
数
と
し
て
、

現
行
の
標
準
的
手
法
で
は
粗
利
益
を

使
用
し
て
い
る
。
も
っ
と
も
、
今
次

金
融
危
機
時
に
お
い
て
は
、
オ
ペ
損

失
が
増
加
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
粗
利
益
が
減
少
し
た
た
め
に
オ

ペ
リ
ス
ク
資
本
額
が
減
少
し
た
事
例

が
多
く
み
ら
れ
る
な
ど
、
粗
利
益
の

代
理
変
数
と
し
て
の
機
能
が
疑
問
視

さ
れ
る
に
至
っ
た
。

　

こ
の
た
め
、
新
標
準
的
手
法
で
は
、

新
た
に
銀
行
の
ビ
ジ
ネ
ス
規
模
に
対

応
す
る
「
Ｂ
Ｉ
（B

usiness Indi-
cator

）」
を
オ
ペ
リ
ス
ク
の
代
理
変

数
と
し
て
採
用
し
て
い
る
（
図
表

２
）。
Ｂ
Ｉ
は
、
資
金
利
益
に
対
応

す
る
「
金
利
区
分
」、「
役
務
取
引
等

収
益
＋
同
費
用
」
お
よ
び
「
そ
の
他

業
務
収
益
＋
同
費
用
」
に
対
応
す
る

「
サ
ー
ビ
ス
区
分
」、
そ
し
て
「
銀

行
勘
定
の
ネ
ッ
ト
損
益
の
絶
対
値
」

お
よ
び
「
ト
レ
ー
デ
ィ
ン
グ
勘
定
の

ネ
ッ
ト
損
益
の
絶
対
値
」
に
対
応
す

る
「
金
融
取
引
区
分
」
か
ら
構
成
さ

れ
る
。
粗
利
益
と
の
対
比
で
は
、
損

益
を
グ
ロ
ス
・
ベ
ー
ス
で
計
算
し
て

い
る
ほ
か
、
各
区
分
の
絶
対
値
を
採

用
す
る
こ
と
に
よ
り
、
銀
行
の
規
模

を
よ
り
直
接
的
に
反
映
す
る
よ
う
工

〔図表１〕 現行手法と新標準的手法の比較

現行手法 新標準的手法

基礎的手法
（ＢＩＡ） 粗利益 × 15％

標準的
手法

新指標
（ＢＩ） ×

銀行の
ビジネス規
模に応じた

異なる
掛け目

粗利益配分手
法（ＴＳＡ）

８つのビジネ
スライン

ごとの粗利益
×

ビジネスライン
ごとに設定された

掛け目
（12 ～ 18％）

（出所）�　金融庁、日本銀行による説明会資料（図表２、３も同じ）
　　　　（http://www.fsa.go.jp/inter/bis/20141009-2.html）

〔図表２〕 粗利益とＢＩの構成要素の比較

粗利益 ＢＩ （Business Indicator）

金利区分 資金利益 資金運用収益－資金調達費用 （資金運用収益－資金調達費用）の絶対値

サービス
区分

役務取引等
利益 役務取引等収益－役務取引等費用 役務取引等収益＋役務取引等費用

その他
業務利益 その他業務収益 その他業務収益＋その他業務費用

金融取引
区分

銀行勘定 （含まない） 銀行勘定のネット損益の絶対値

トレーディング
勘定 トレーディング勘定のネット損益 トレーディング勘定のネット損益の絶対値

その他 その他 受取配当金 （含まない）

（注）１．「BI�（Business�Indicator）」の下線は「粗利益」からの変更点。
　　２．各項目は必ずしも日本の会計科目と同一ではない。
　　３．「その他業務利益」には他の項目でカウントしているものは含まれない。
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夫
さ
れ
て
い
る
。

②
掛
け
目
の
設
定

　

現
行
の
標
準
的
手
法
に
お
い
て
は
、

オ
ペ
損
失
は
粗
利
益
に
比
例
す
る
と

の
前
提
の
も
と
、
銀
行
の
規
模
に
か

か
わ
り
な
く
一
定
の
掛
け
目
を
乗
じ

て
い
る
。
ま
た
、
Ｔ
Ｓ
Ａ
に
お
い
て

は
ビ
ジ
ネ
ス
ラ
イ
ン
ご
と
に
損
失
発

生
確
率
が
異
な
る
と
の
前
提
の
も
と
、

ビ
ジ
ネ
ス
ラ
イ
ン
ご
と
に
異
な
る
掛

け
目
を
設
定
し
て
い
る
。
も
っ
と
も
、

過
去
の
実
績
に
基
づ
く
調
査
で
は
、

オ
ペ
損
失
は
銀
行
の
規
模
に
対
し
て

非
直
線
的
に
増
加
し
て
い
る
ほ
か
、

ビ
ジ
ネ
ス
ラ
イ
ン
ご
と
に
差
を
設
け

る
こ
と
に
合
理
性
が
乏
し
い
こ
と
が

指
摘
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
の
た
め
、
新
標
準
的
手
法
に
お

い
て
は
、
Ｂ
Ｉ
の
金
額
に
応
じ
て
異

な
る
掛
け
目
を
採
用
す
る
こ
と
に
よ

り
、
Ｂ
Ｉ
の
増
加
に
対
し
て
非
直
線

的
に
オ
ペ
リ
ス
ク
資
本
額
が
増
加
す

る
枠
組
み
を
採
用
し
て
い
る
。
た
だ

し
、
Ｂ
Ｉ
の
わ
ず
か
な
変
動
に
よ
る

掛
け
目
の
大
幅
な
変
動
（
い
わ
ゆ
る

「C
liff E

ffect

」）
を
回
避
す
る
た

め
、
閾
値
を
上
回
る
部
分
の
み
に
新

し
い
掛
け
目
を
適
用
す
る
「
レ
イ
ヤ

ー
ド
・
ア
プ
ロ
ー
チ
」
が
採
用
さ
れ

て
い
る
点
に
留
意
が
必
要
で
あ
る

（
図
表
３
）。

　

こ
の
ほ
か
、
新
標
準
的
手
法
で
は
、

現
行
の
Ｔ
Ｓ
Ａ
で
採
用
さ
れ
て
い
る

ビ
ジ
ネ
ス
ラ
イ
ン
ご
と
の
区
別
を
廃

止
す
る
こ
と
も
提
案
さ
れ
て
い
る
。

■
今
後
の
検
討
課
題

　

本
市
中
協
議
文
書
で
は
、
前
記
の

提
案
以
外
に
も
、
今
後
の
検
討
課
題

と
し
て
①
高
（
低
）
マ
ー
ジ
ン
の
調

整
、
②
定
性
的
基
準
の
導
入
の
２
点

が
示
さ
れ
て
い
る
。

①
高
（
低
）
マ
ー
ジ
ン
の
銀
行
等
へ

の
対
応

　

マ
ー
ジ
ン
と
は
、
金
利
区
分
に
お

け
る
運
用
金
利
と
調
達
金
利
の
差
を

さ
す
。
市
中
協
議
文
書
で
は
、
マ
ー

ジ
ン
が
大
き
い
（
小
さ
い
）
銀
行
で

は
金
利
区
分
が
非
常
に
大
き
く
（
小

さ
く
）
な
る
と
の
問
題
意
識
か
ら
、

こ
れ
ら
の
銀
行
の
金
利
区
分
の
調
整

（
Ｑ
Ｉ
Ｓ
に
基
づ
き
設
定
す
る
調
整

計
数
を
乗
じ
る
）
を
検
討
す
る
と
し

て
い
る
（
注
３
）。
ま
た
、
同
様
の
問

題
意
識
か
ら
、
サ
ー
ビ
ス
区
分
が
大

き
い
先
に
つ
い
て
も
同
種
の
調
整
を

検
討
す
る
と
し
て
い
る
。

　

こ
れ
ら
の
変
更
点
、
と
く
に
低
マ

ー
ジ
ン
先
へ
の
調
整
に
つ
い
て
は
、

資
本
賦
課
の
合
理
性
等
を
慎
重
に
検

討
す
べ
き
と
の
意
見
が
聞
か
れ
て
お

り
、
こ
う
し
た
意
見
も
ふ
ま
え
な
が

ら
、
今
後
の
検
討
に
参
画
し
て
い
き

た
い
。

②
定
性
的
基
準
の
導
入

　

現
行
の
Ｔ
Ｓ
Ａ
で
は
、
承
認
要
件

と
し
て
定
性
的
基
準
（
銀
行
告
示
３

０
８
条
参
照
、
注
４
）
が
設
け
ら
れ

て
い
る
が
、
新
標
準
的
手
法
は
、

「
エ
ン
ト
リ
ー
レ
ベ
ル
」（
承
認
を

要
さ
ず
に
無
条
件
に
用
い
る
こ
と
が

で
き
る
）
の
手
法
で
あ
り
、
オ
ペ
リ

ス
ク
管
理
態
勢
の
整
備
等
の
定
性
的

要
件
を
一
律
に
承
認
要
件
と
し
て
求

め
る
こ
と
は
適
切
で
は
な
い
。
こ
の

た
め
、
市
中
協
議
文
書
で
は
、
Ｔ
Ｓ

Ａ
が
将
来
的
に
廃
止
さ
れ
た
場
合
に

定
性
的
基
準
が
な
く
な
ら
な
い
よ
う
、

暫
定
案
と
し
て
、
国
際
的
に
活
動
す

る
大
規
模
な
金
融
機
関
（large in-

ternationally active banks

）に
対

し
て
、
第
２
の
柱
（
注
５
）
に
基
づ

く
定
性
的
要
件
を
導
入
す
る
こ
と
が

提
案
さ
れ
て
い
る
（
注
６
）。

　

当
庁
と
し
て
は
、
現
行
の
定
性
的

要
件
の
存
在
に
鑑
み
て
、
リ
ス
ク
管

理
高
度
化
の
観
点
か
ら
な
ん
ら
か
の

定
性
的
要
件
が
必
要
と
考
え
て
お
り
、

適
用
対
象
や
内
容
が
適
切
な
も
の
と

な
る
よ
う
、
今
後
の
検
討
に
参
画
し

て
い
き
た
い
。

銀
行
へ
の
影
響

　

今
回
の
市
中
協
議
文
書
が
提
案
ど

お
り
に
実
施
さ
れ
る
場
合
、
一
般
論

と
し
て
は
、
①
レ
イ
ヤ
ー
ド
・
ア
プ

ロ
ー
チ
に
よ
り
、
Ｂ
Ｉ
が
小
さ
い
小

〔図表３〕 レイヤード・アプローチを採用した場合のバケット区分と掛け目（暫定）

区分 ＢＩの水準 限界的な掛け目 ＢＩの総額に対する
掛け目の幅

１ １億ユーロ以下 10％ 10.0％

２ １億ユーロ超10億ユーロ以下 13％ 10.0 ～ 12.7％

３ 10億ユーロ超30億ユーロ以下 17％ 12.7 ～ 15.6％

４ 30億ユーロ超300億ユーロ以下 22％ 15.6 ～ 21.4％

５ 300億ユーロ超 30％ 21.4 ～約30.0％

（注）　掛け目は暫定値であり、ＱＩＳの結果次第で変更される可能性があることに留意が必要。
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規
模
な
銀
行
に
相
対
的
に
有
利
に
な

る
（
逆
に
、
大
規
模
な
銀
行
に
相
対

的
に
不
利
に
な
る
）
ほ
か
、
②
Ｔ
Ｓ

Ａ
に
お
け
る
掛
け
目
の
低
い
ビ
ジ
ネ

ス
ラ
イ
ン
（
リ
テ
ー
ル
等
）
の
比
重

が
高
い
銀
行
が
相
対
的
に
不
利
に
な

る
、
と
い
っ
た
影
響
が
あ
る
と
考
え

ら
れ
る
。

　

ま
た
、
今
回
の
提
案
は
、
Ｂ
Ｉ
Ａ

・
Ｔ
Ｓ
Ａ
の
変
更
で
あ
り
、
先
進
的

手
法
（
Ａ
Ｍ
Ａ
）
採
用
先
に
直
接
の

影
響
は
及
ば
な
い
も
の
の
、
Ａ
Ｍ
Ａ

採
用
先
が
Ｂ
Ｉ
Ａ
・
Ｔ
Ｓ
Ａ
を
部
分

適
用
（
銀
行
告
示
３
１
９
条
）
し
て

い
る
場
合
に
は
当
然
影
響
が
及
ぶ
ほ

か
、
か
り
に
新
標
準
的
手
法
が
Ａ
Ｍ

Ａ
の
フ
ロ
ア
と
な
る
場
合
に
は
、
Ａ

Ｍ
Ａ
先
の
自
己
資
本
比
率
に
影
響
を

与
え
る
可
能
性
が
あ
る
点
に
は
留
意

が
必
要
で
あ
る
（
注
７
）。

　

今
後
、
本
市
中
協
議
文
書
の
コ
メ

ン
ト
期
間
に
寄
せ
ら
れ
た
コ
メ
ン
ト

や
Ｑ
Ｉ
Ｓ
の
結
果
を
参
照
し
つ
つ
、

新
標
準
的
手
法
の
最
終
化
が
図
ら
れ

る
。
も
っ
と
も
、
標
準
的
手
法
に
つ

い
て
は
、
オ
ペ
リ
ス
ク
以
外
に
信
用

リ
ス
ク
等
で
も
見
直
し
の
議
論
が
進

ん
で
お
り
、
標
準
的
手
法
全
体
と
し

て
の
最
終
的
な
水
準
や
適
用
開
始
時

期
の
確
定
に
は
や
や
時
間
が
か
か
る

可
能
性
が
あ
る
。

国
内
規
制
へ
の
影
響

■
国
際
統
一
基
準
行
向
け
規
制
へ
の

影
響

　

バ
ー
ゼ
ル
合
意
の
直
接
的
な
対
象

と
な
っ
て
い
る
国
際
統
一
基
準
行
に

対
し
て
は
、
国
際
合
意
の
内
容
を
国

内
規
制
に
反
映
す
る
必
要
が
あ
る
。

こ
の
た
め
、
国
際
合
意
の
確
定
後
に
、

本
合
意
の
実
施
時
期
を
ふ
ま
え
、
告

示
の
改
正
等
に
取
り
組
む
予
定
で
あ

る
。

■
国
内
基
準
行
向
け
規
制
へ
の
影
響

　

国
内
基
準
行
は
バ
ー
ゼ
ル
合
意
の

対
象
外
で
あ
り
、
本
市
中
協
議
文
書

の
影
響
は
直
接
的
に
は
及
ば
な
い
も

の
の
、
バ
ー
ゼ
ル
合
意
は
、
広
く
銀

行
一
般
の
健
全
性
を
測
る
指
標
と
し

て
、
一
般
預
金
者
や
市
場
参
加
者
か

ら
の
信
認
を
受
け
て
い
る
こ
と
か
ら
、

そ
の
趣
旨
を
ふ
ま
え
な
が
ら
、
金
融

機
関
の
健
全
性
の
確
保
に
資
す
る
こ

と
が
望
ま
し
い
。
一
方
、
わ
が
国
の

実
情
を
十
分
ふ
ま
え
な
が
ら
、
金
融

仲
介
機
能
が
発
揮
さ
れ
る
こ
と
に
も

配
慮
す
る
必
要
が
あ
り
、
そ
の
よ
う

な
観
点
か
ら
、
国
内
基
準
行
へ
の
適

用
の
あ
り
方
に
つ
い
て
検
討
し
て
い

く
予
定
で
あ
る
。

（
注
）１　

国
際
合
意
に
お
い
て
は
、
Ｂ
Ｉ

Ａ
・
Ｔ
Ｓ
Ａ
の
ほ
か
に
も
、
各
国
裁

量
で
Ａ
Ｓ
Ａ
（
代
替
的
標
準
的
手

法
）
の
採
用
が
認
め
ら
れ
て
い
る
が
、

本
邦
で
は
採
用
さ
れ
て
い
な
い
。

２　
Ｑ
Ｉ
Ｓ
に
あ
た
っ
て
は
、
本
邦

金
融
機
関
の
一
部
に
も
ご
参
加
を
い

た
だ
い
た
。
ご
協
力
に
心
か
ら
御
礼

申
し
上
げ
る
。

３　

こ
う
し
た
問
題
意
識
は
バ
ー
ゼ

ル
Ⅱ
で
も
考
慮
さ
れ
て
お
り
、
Ａ
Ｓ

Ａ
（
注
１
参
照
）
は
高
マ
ー
ジ
ン
先

に
つ
い
て
、
オ
ペ
リ
ス
ク
資
本
額
が

過
大
と
な
る
こ
と
を
抑
制
す
る
枠
組

み
と
な
っ
て
い
る
。

４　

銀
行
法
14
条
の
２
の
規
定
に
基

づ
き
、
銀
行
が
そ
の
保
有
す
る
資
産

等
に
照
ら
し
自
己
資
本
の
充
実
の
状

況
が
適
当
で
あ
る
か
ど
う
か
を
判
断

す
る
た
め
の
基
準
（
06
年
金
融
庁
告

示
19
号
）。

５　

バ
ー
ゼ
ル
規
制
の
枠
組
み
は
、

第
１
の
柱
（
最
低
所
要
自
己
資
本
比

率
）、
第
２
の
柱
（
銀
行
の
自
己
管

理
と
監
督
上
の
検
証
）
お
よ
び
第
３

の
柱
（
開
示
を
通
じ
た
市
場
規
律
）

か
ら
構
成
さ
れ
て
お
り
、
第
２
の
柱

で
は
、
銀
行
の
実
施
状
況
を
当
局
が

確
認
し
、
必
要
に
応
じ
て
追
加
対
応

を
求
め
る
こ
と
が
想
定
さ
れ
て
い
る
。

６　

定
性
的
要
件
の
内
容
は
市
中
協

議
文
書
の
Ａ
ｎ
ｎ
ｅ
ｘ
４
を
参
照
。

な
お
、
バ
ー
ゼ
ル
委
が
２
０
１
１
年

に
公
表
し
た
「
健
全
な
オ
ペ
レ
ー
シ

ョ
ナ
ル
・
リ
ス
ク
管
理
の
た
め
の
諸

原
則
」
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
と

同
様
に
、
す
べ
て
の
銀
行
に
対
し
て

（
各
行
の
業
務
の
性
質
等
を
考
慮
に

入
れ
た
う
え
で
）
適
用
さ
れ
、
諸
原

則
の
遵
守
が
推
奨
さ
れ
て
い
る
点
に

留
意
が
必
要
で
あ
る
。

７　

昨
年
末
に
公
表
さ
れ
た
資
本
フ

ロ
ア
に
係
る
市
中
協
議
文
書
で
は
、

モ
デ
ル
手
法
の
フ
ロ
ア
と
し
て
標
準

的
手
法
を
採
用
す
る
こ
と
が
検
討
さ

れ
て
い
る
（
資
本
フ
ロ
ア
に
係
る
市

中
協
議
文
書
に
つ
い
て
は
、
金
融
庁

・
日
本
銀
行
の
説
明
会
資
料
を
参
照

（http://w
w
w
.fsa.go.jp/inter/

bis/20141224-2.htm
l

））。

な
が
お
か　

た
か
し

91
年
東
京
大
学
法
学
部
卒
、
大
蔵
省

入
省
。
95
年
コ
ロ
ン
ビ
ア
大
学
経
営

大
学
院
修
了
（
Ｍ
Ｂ
Ａ
）、
14
年
７

月
か
ら
現
職
。

か
わ
う
ち　

し
げ
お

02
年
東
京
大
学
法
学
部
卒
、
04
年
同

大
学
院
法
学
政
治
学
研
究
課
修
了

（
修
士
）、
08
年
ノ
ー
ス
ウ
ェ
ス
タ

ン
大
学
修
了
（L

L
.M

）、
14
年
８
月

か
ら
現
職
。
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